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政府現地対策本部の担う機能としては、以下の２つに集中すべきではないか。


○ 都道府県が行う新型インフルエンザ等の発生の状況、動向及び原因の調査の支援


○ 政府対策本部及び都道府県対策本部の情報発信の調整


政府現地対策本部について 資料５
有識者会議(第４回)


１．政府現地対策本部の担う機能


行動計画・ガイドライン事項


政府対策本部


政府現地対策本部 都道府県対策本部


報告


支援


基本的対処方針等
諮問委員会


新型インフルエンザ等が国内において発生した場合には、新型インフルエンザ等現地対
策本部（「政府現地対策本部」）を置くことができる。（第１６条第８～１２項）


＊基本的対処方針を踏まえ、講ずる対策を決定
＊広報 等


＊基本的対処方針の作成
＊広報 等
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＊専門的知見の提供







２．政府現地対策本部の構成、設置時期等


① 構成


・ 専門的な疫学調査等の知見を有する職員（厚生労働省の担当職員（国立感染症研究所職員
を含む））


・ 内閣官房職員


※ 必要に応じ基本的対処方針等諮問委員会の委員の一部又は同委員会の推薦を受けた
専門家も派遣


② 設置時期


○ 発生初期の段階における調査支援のため、新型インフルエンザ等が国内で初めて発生した
都道府県に設置。


※ 複数の地域で同時多発的に発生した場合には、当該地域の都道府県の調査力を勘案し、
設置場所を選定。


③ 廃止時期


○ 発生した新型インフルエンザ等の特性に係る情報が、ある程度蓄積された段階で廃止。


行動計画・ガイドライン事項
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＜新型インフルエンザ等対策特別措置法＞


（政府対策本部の組織）


第16条


８ 新型インフルエンザ等が国内において発生した場合には、政府対策本部に、政府対策本部長の定めるところ
により政府対策本部の事務の一部を行う組織として、新型インフルエンザ等現地対策本部（以下この条におい
て「政府現地対策本部」という。）を置くことができる。この場合においては、地方自治法（昭和二十二年法
律第六十七号）第百五十六条第四項の規定は、適用しない。


９ 政府対策本部長は、前項の規定により政府現地対策本部を置いたときは当該政府現地対策本部の名称並びに
設置の場所及び期間を、当該政府現地対策本部を廃止したときはその旨を、国会に報告するとともに、これを
公示しなければならない。


10 政府現地対策本部に、新型インフルエンザ等現地対策本部長（次項及び第十二項において「政府現地対策本
部長」という。）及び新型インフルエンザ等現地対策本部員（同項において「政府現地対策本部員」とい
う。）その他の職員を置く。


11 政府現地対策本部長は、政府対策本部長の命を受け、政府現地対策本部の事務を掌理する。


12 政府現地対策本部長及び政府現地対策本部員その他の職員は、政府対策副本部長、政府対策本部員その他の
職員のうちから、政府対策本部長が指名する者をもって充てる。


（参考）


3







＜感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律＞
（感染症の発生の状況、動向及び原因の調査）


第15条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必
要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは
新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症
を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は
必要な調査をさせることができる。


２ 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、
当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染
症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれが
ある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることが
できる。


３ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、
疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若
しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者は、前二項の規定による質問又は必要な調査に協力する
よう努めなければならない。


４ （略）
５ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の


結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
６ 都道府県知事は、第一項の規定を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労


働大臣に感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験研究又は検査を行っている機
関の職員の派遣その他同項の規定による質問又は必要な調査を実施するため必要な協力を求めることができる。


７・８ （略）


＜政府行動計画＞


（国内発生早期）サーベイランス・情報収集
【調査研究】


・ 発生した国内患者について、早期には、積極的疫学調査チームを派遣し、地方公共団体と連携して、調査を
実施し、感染経路や感染力、潜伏期等の情報を収集・分析する。（厚生労働省）


・ 新型インフルエンザ迅速診断キットの有効性や治療の効果等に関する調査研究と分析を速やかに行い、その
成果を対策に反映させる。（厚生労働省）


（参考）
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第 4回新型インフルエンザ等対策有識者会議


議 事 次 第


日時 :平成 24年 11月 7日 (水)11:00～ 12:30


場所 :内閣府仮庁舎2階 講堂


1.開会


2.議事


(1)新型インフルエンザ等緊急事態について


(2)感染防止の協力要請について


(3)在留邦人への対応について


(4)航空機・船舶等の運航制限要請について


(5)政府現地対策本部について


3.閉会


(第 4回会議 配布資料)


資料 1 新型インフルエンザ等緊急事態宣言 (政令要件)について


資料2 感染を防止するための協力要請等について


資料3 在留邦人への対応について


資料4 航空機・船舶等の運航制限要請について


資料5 政府現地対策本部について








政
府
対
策
本
部
の
設
置
（
特
措
法
第
15
条
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で
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等
感
染
症
の
患
者
等


又
は
新
感
染
症
の
所
見
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る
者
の
報
告


①報告された患者等が誰から感
染したか不明


②報告された患者等が誰から感
染したかは判明しているが、感
染の更なる拡大の可能性が否
定できないと判断された場合


②のケースであっても、早期の行政的な介入が必要


新
型
イ
ン
フ
ル
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ン
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等
が
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生


サ
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ラ
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の
強
化
（
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染
症
法
）


海
外
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等
の
情
報
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集


新型インフルエンザ等緊急事態宣言（政令要件）について


感
染
症
法
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
の
公
表


Ｗ
Ｈ
Ｏ
フ
ェ
ー
ズ
４
宣
言


重症症例（肺炎、多臓器不全、
脳症など）が通常のインフルエン
ザと比較し、相当多くみられる場
合
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＜法律要件＞


資料１
有識者会議(第４回)


（政令要件Ⅰ）


（政令要件Ⅱ）


患者等に関する積極的疫
学調査を行い、その結果
に基づき、基本的対処方
針等諮問委員会で判断。


全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を
及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件


海外及び国内の臨床例を集
積し、それらに基づき、基本
的対処方針等諮問委員会で
判断。
※ 感染症法に基づき厚生労働大


臣が公表する段階では、ある程
度の臨床例が蓄積されていると
考えられる。


国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとし
て政令で定める要件


or







「新型インフルエンザ等緊急事態」までの一般的な判断プロセス例


第一段階 海外で新型インフルエンザ等が発生（病原性が不明な段階）


○ 感染症法に基づく厚生労働大臣の公表


⇒ 検疫法に基づく検疫、隔離などの措置を実施


○ 発生した感染症が、季節性インフルエンザにかかった場合の病状の程度と比しておおむね同程
度以下であると認められる場合を除き、特措法に基づく「政府対策本部」立ち上げ


⇒ 特措法に基づく、新型インフルエンザ等緊急事態宣言前に実施可能な措置を実施


・ 厚生労働省(国立感染症研究所を含む)は、WHO、研究者ネットワーク等を通じ、海外及び国内
の発生状況、最新の知見を情報収集
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（参考）第３回新型インフルエンザ等対策有識者会議提出資料







第二段階 国内に侵入


・ 厚生労働省(国立感染症研究所を含む)は、発生初期において限られた情報しかない中であっても、収集
した情報を分析し、専門家等の意見も聴きつつ、政府対策本部長に関係情報を報告。


・ 政府対策本部長から、基本的対処方針等諮問委員会に対し、「新型インフルエンザ等緊急事
態」の要件に該当するかどうかについて諮問（公示案として諮問）


・ 基本的対処方針等諮問委員会による「新型インフルエンザ等緊急事態」の要件に該当するとの公衆衛
生学的判断を受け、政府対策本部長が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を決定（期間、区域を含め公示）。


⇒ 都道府県知事が具体的な措置を実施


（政令要件案Ⅰ） 国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当


（法律要件） 国内で発生 （新型インフルエンザ等に感染した者についての報告を受ける）


（政令要件案Ⅱ） 全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるものとし


て政令で定める要件に該当


※ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言の運用の疫学的側面については、今後、基本的対処方針等諮問委員会を中
心に検討。


以下のいずれかの要件に該当した場合
① 海外や国内で発生した感染症が新型インフルエンザ等感染症である場合は、その新型インフルエンザ等


感染症の亜型がH5N1であった場合
② 海外や国内で発生した感染症が新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等感染症または新感染症


（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る））である場合は、その新型インフルエンザ等の臨床
例の集積により、通常のインフルエンザとは異なり、重症症例（多臓器不全、脳症など）が多くみられる場合


国内で新型インフルエンザ等に感染した者についての報告を受け、その者が誰から感染したかわからない
場合、または、その者が不特定の者に感染させたおそれがある場合など感染がさらに広がるおそれがある
場合
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政令事項








感染を防止するための協力要請等について


感染成立の三要素は、
「宿主」 × 「病原体」 × 「感染経路」


☆ 感染拡大を防止するためには、感染経路、すなわち人と人との接触をできる限り抑制するこ
とが重要（公衆衛生学の基本的知見）


１．感染拡大を防止するための基本的考え方
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＜基本的な考え方＞


新型インフルエンザ等の感染経路を踏まえ、感染拡大の原因となり得ると想定される施
設については、以下の視点に留意しつつ、感染拡大防止対策を実施できるように政令、行
動計画等では幅広く定めつつ、運用において柔軟に対応することとすべきではないか。


資料２
有識者会議(第４回)


（視点１）実証的研究がある施設等


実証的研究がある施設については、最優先で対応。


①実証的研究がある学校及びそれに類する施設（保育所等）


②発生した新型インフルエンザ等についての疫学的調査等の結果、感染拡大の原因となると判明し
た施設
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（視点２）運用上柔軟に対応すべき施設


実証的研究がなされていない施設であっても、公衆衛生学の基本的知見から最悪の状況も想定し、
幅広く対象とする。その際、以下の点及び視点３に留意する。


① 日常の社会生活を維持する上で、必要な施設については、施設の使用制限は行わない。


⇒ 例えば、食料品店や公共交通機関等について使用制限した場合、国民の日常生活に支障を
生じるおそれがある。


② 特措法第45条においては「多数の者が利用する施設」と規定している。これは、感染拡大の影響
だけでなく、私権制限を最小にすること、対象施設の公表等の実務面を考慮したものであるが、「多
数の者」の客観的指標としては、政令では面積を用いる。


⇒ 他の法令でも行政上の負担を課す対象として1,000㎡を基準としている例があり、それを参考と
し、1,000㎡以上の施設を対象とする。（学校・通所社会福祉施設については、施設の利用実態
を踏まえ、面積にかかわらず対象とする。）


※ 大規模小売店舗立地法、建築物の耐震改修の促進に関する法律は、1,000㎡が基準


（視点３）使用制限等以外の措置


使用制限の対象として政令で規定した施設についても、接触密度や発生した新型インフルエンザ等
の特性なども踏まえ、基本的対処方針において施設種別ごとに施設の使用制限以外の措置も含めて
対策を講じていくことも検討する必要がある。


⇒ 博物館など、入場制限を行うことにより人と人との接触を避けることができる施設については、


施設の利用実態も踏まえ、使用制限以外の対応(入場制限）も考えられる。







（視点４）特措法第４５条以外の措置


特措法第45条の対象リストから外れる施設であっても、特措法第24条第９項に基づく任意の協力要
請の活用も検討。


さらに、住民に対する手洗い、咳エチケットの徹底などのガイドラインの提示や、事業所に対する業
務の重点化などのガイドラインの提示、発生した新型インフルエンザ等の特性も含めた適切な情報提
供等の措置も講ずる。
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施設の種類
現行


行動計画
ガイドライン


１ ２
結果（案）
（対象施設）


（視点１）実証的研究がある施設等 ⇒ 最優先で対応


文教施設 学校（大学を除く。） ○ ☑ 対象


社会福祉施設等 保育所、通所施設その他これらに類するもの


○
(保育所・


通所・短期入
所型)


☑
(保育所・
通所・短
期入所
型)


対象
(保育所・


通所・短期入
所型)
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１：感染拡大の原因となり得ると想定される施設 ２：日常社会生活を維持する上で必要な施設


政令において規定する施設のリスト


（視点２）運用上柔軟な対応が必要な施設 （1,000㎡以上の施設が対象）


大学、学習塾等
大学、自動車教習所、学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これ
らに類するもの
（留意点）大学、自動車教習所をどうするか。


× ☑ 対象


運動、遊戯施設
体育館・ボーリング場・スケート場・水泳場その他これらに類す
る運動施設又は遊技場


○ ☑ 対象


劇場等 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 ○ ☑ 対象


集会、展示施設


集会場又は公会堂（ホテル等の宴会場を含む。） ○ ☑ 対象


展示場 ○ ☑ 対象


博物館、動物園、水族館、美術館又は図書館 ○ ☑ 対象







施設の種類
現行


行動計画
ガイドライン


１ ２
結果（案）
（対象施設）


商業等


百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（卸売市
場、食料品売場を除く。）


× ☑ 対象


理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を
営む店舗


× ☑ 対象


娯楽施設等
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これに類するもの
（飲食店、料理店を除く。） × ☑ 対象


（視点４）特措法第４５条以外措置を講じるべき施設 ⇒ 特措法第２４条第9項、ガイドラインで対応


医療施設 病院又は診療所 × ☑ 必要 対象外


食料品販売施設 卸売市場、食料品売場 × ☑ 必要 対象外
食事提供施設 飲食店、料理店 × ☑ 必要 対象外


住宅、宿泊施設
ホテル又は旅館 × □


共同住宅、寄宿舎又は下宿 × □


交通機関等
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築
物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの × ☑ 必要 対象外


工場 工場 × ☑ 必要 対象外


銀行
事務所、官公署


銀行 × ☑ 必要 対象外
事務所 × ☑ 必要 対象外
保健所、税務署その他不特定多数のものが利用する官公署 × ☑ 必要 対象外


公衆浴場 公衆浴場 × ☑ 必要 対象外


視点２に掲げられている施設であって、1,000㎡未満の施設 対象外
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○ 特措法第45条第2項・3項では、施設の使用制限・停止、催物の開催制限・停止の他「その他政令で定める措


置」を要請・指示することができることとされている。


新型インフルエンザ等対策特別措置法案に対する附帯決議（参議院内閣委員会平成24年4月24日）
十三、法第四十五条における施設利用等の制限要請等を行う政令については、消毒液の設置、人数制限等のより人権制
約の度合いの小さい措置が可能であることを明示し、集会の自由等の人権が過度に制約されることがないようにする
こと。その際、感染症の専門家及び現場の意見を十分踏まえること。


「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」（P109-110）


［講じることが必要な感染防止策］
＊従業員や訪問者、利用客等などが常に２メートル以上の距離にあり、互いの接触・接近が防止される
＊入口などで発熱などの症状のある人の入場を防ぐ
＊入口などに手洗いの場所を設置する
＊突発的に感染が疑われる訪問者、利用客等が来場した場合にも、十分な感染防止策を講じることができる体制を構築する


○ このため、「その他政令で定める措置」として以下の措置を規定してはどうか。


・ 入場制限など施設利用者が互いに接触・接近しないようにするために必要な措置の実施


・ 発熱などの症状がある人の入場禁止


・ 消毒液や手洗いの場所の設置による手指消毒の徹底


・ 咳エチケットの徹底


・ 施設等利用者が発熱などの感染が疑われる症状を示した場合、消毒・清掃等の必要な感染予防


策を講じることができる体制構築


施設の使用制限以外の措置（法第４５条第２・３項）


6


政令事項







【行動計画の記載（要約）】


・ 学校、保育施設等の設置者：臨時休業、入学試験の延期等の要請


・ 集会主催者、興行施設等の運営者：活動自粛の要請


【現行ガイドラインの記載】


（感染拡大防止に関するガイドライン）


・ 学校、保育施設等：臨時休業の要請


・ 集会や催し物、コンサート、映画上映、スポーツイベント等不特定多数の者が集まる活動：自粛呼びかけ


（事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン）


・ 自粛が要請される可能性のある事業者の例


＊ 不特定多数の集まる施設：集客施設、興行施設等（集会施設、美術館、博物館、動物園、図書館、映画館、


劇場、スポーツ施設、遊園地等）


【平成21年の基本的対処方針、基本的対処方針Q＆A 】


・ 学校、保育施設等：臨時休業の要請


「等」：高齢者の短期入所生活介護、通所介護、障害児又は障害者の短期入所、就労移行支援等の日中活動を行う障害


福祉サービス事業所、通所施設（通所授産施設、知的障害児通園施設等）の他、児童館や放課後児童クラブなどが


含まれる。


＊ 小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）は、その事業全てを臨時休業の対象とするわけ


ではないが、提供するサービスのうち、短期入所・通所に相当するサービスについては自粛を要請することとなる。


※ なお、５月22日の基本的対処方針では、「学校」のうち「大学」は、多数の児童・生徒が長時間一つの部屋で隣り合っ


て授業を行う小・中・高校と授業形態がかなり異なること、また、複数のキャンパスがある場合があるなど、各大学によっ


て状況が異なるため、一律の取扱いとせず、「休業も含め、できる限り感染が拡大しないための運営方法を工夫するよ


う要請」としている。


・ 集会、スポーツ大会等：開催自粛の要請


（参考）
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●在外公館を通じた関係国当局・現地在留邦人のネットワーク等からの情報収集
●WHO等の国際的ネットワークを通じた情報収集 （発生状況、現地医療体制、主要国の動向等）


↓
在留邦人との連絡協議会、ホームページ、メールサービス等を通じた在留邦人への情報提供（食糧備蓄の勧奨等）
↓


状況に応じて「感染症危険情報」※発出
（在留邦人に対し、自宅待機や安全な地域への退避などを含めた適切な安全対策を講ずるよう注意喚起）
※感染症危険情報については、WHO及び在外公館からの報告に基づいて発出を検討する。また、これらの情報については、厚生労働省等


とも共有する。


新型インフルエンザ等発生時の在留邦人保護のための対策


●現地医療機関との連携（現地医療機関の処方箋を踏まえ、現地制度に則した対応）
●現地医療機関が機能しない等の緊急・特例的な状況に備え、緊急支援・供与用として、在外公館に、抗インフルエンザ


ウイルス薬を備蓄済み
※昨年9月の政府行動計画において、国民の45％に相当する量を目標として抗インフルエンザウイルス薬を備蓄すると規定されていることに
準じて、医療事情の悪い国・地域の在留邦人及び短期滞在者の45％にあたる約24万人分のタミフル等を備蓄。


●在留邦人への定期便の運行情報の提供（関係各国と連携）
●増便が必要な場合の航空会社への依頼［国土交通省と協力］
●定期航空便等の運行停止後は、発生国の状況を踏まえ、帰国に際して検疫が強化されていることに留意しつつ、直ち


にチャーター機手配等の代替的帰国手段の検討


②帰国支援


③在留邦人感染者への対応


①情報収集・提供


外務省領事局政策課


海外で新型インフルエンザが発生した場合には、在留邦人保護のため以下の措置を実施。この過程で、必要に応じて
諸外国と協力。


資料３
有識者会議(第４回)
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【参考】「感染症危険情報」発出の目安（カテゴリー）


外務省は，ＷＨＯによる勧告，発生国の状況（感染状況，医療体制等），主要国の動向等を踏まえ，感染発
生国・地域について，ＷＨＯの宣言する各フェーズに応じ，以下のパターンで「感染症危険情報」を発出する。
なお、フェーズ３の段階では，基本的に「スポット情報」や「広域情報」などで，一般的な注意喚起を行う。


ＷＨＯの警戒水準レベ
ル


（フェーズ）
対象


外務省が発出する渡航情報（感染症危険
情報）


フェーズ４宣言前
(新型インフルエンザ発生の疑


いを把握したとき)
フェーズ４：コミュニティレ
ベルでの流行を持続させうる
形に変異したウイルスのヒト
－ヒト感染が確認されている
状態。


渡航者
「不要不急の渡航については，延期も含め検討し
て下さい。」）


在留邦人
「予め今後の退避の可能性も含め検討して下さ
い。」


フェーズ４宣言以降
(新型インフルエンザの発生が


確認されたとき)
フェーズ５：フェーズ４と同
じウイルスがＷＨＯの１つの
地域に属する２カ国以上で，
コミュニティレベルの流行を


持続させている状態。


渡航者 「渡航は延期して下さい。」


在留邦人


「今後，出国ができなくなる可能性及び現地で十
分な医療が受けられなくなる可能性もあります。
退避については，これらの点も含め検討して下
さい。


「帰国に際しては，停留される可能性もあること
に留意して下さい。」


例外的ケース
（発生国当局が出国禁止措置


をとった場合等）


在留邦人
「現地の安全な場所に留まり，感染防止策を徹底
して下さい。」
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２００９年新型インフルエンザA/H1N1発生時の外務省措置


②メキシコへの支援


①インフルエンザA/H1N1発生を受けた在留邦人支援


○感染者と接触したとして隔離等された在留邦人・渡航者への支援
香港で感染が確認されたメキシコ人の滞在ホテルが封鎖、同宿の邦人8名もホテル内に隔離。
無事隔離解除されるまで1日2回定期連絡し健康状態・待遇を確認。希望に応じ差し入れ。
米国から中国に帰国（成田経由）し、感染が確認された中国人男性と同便（成田発北京行き）に同乗していた邦人
（既に日本に帰国していた邦人を除く）、及び同乗した邦人に更に接触した邦人2名を加えた合計20名が中国側の医学
観察下におかれた（北京15名、西安4名、武漢1名）。
全員が観察解除されるまで、在中国大使館を通じて連絡を取り、健康状態・待遇を確認。


○対メキシコ支援


大1億円の緊急支援を決定（5月1日）。
• うち2,100万円相当の緊急援助物資（マスク、ゴーグル等）をメキシコ側に引き渡し（5月2日）。
• サーモカメラ25台（7,650万円相当）を供与5月7日。
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（運航の制限の要請等）


第三十条 厚生労働大臣は、前条の規定による措置を講じても停留を行うことが著しく困難であると
認められ、新型インフルエンザ等の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止で
きないおそれがあるときは、政府対策本部長に対し、その旨を報告しなければならない。


２ 政府対策本部長は、前項の規定による報告を踏まえ、新型インフルエンザ等の国内における発生
を防止し、国民の生命及び健康に対する著しく重大な被害の発生並びに国民生活及び国民経済の混
乱を回避するため緊急の必要があると認めるときは、国際的な連携を確保しつつ、特定船舶等の運
航を行う事業者に対し、当該特定船舶等の来航を制限するよう要請することができる。


３ 政府対策本部長は、前項の規定による要請をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければな
らない。


航空機・船舶等の運航制限要請について 資料４
有識者会議(第４回)


外国で
新型インフルエンザ等


発生


検疫を実施するための
海空港の集約


停留施設の使用
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停留を行うための施設の使用（法第29条）


航空機等の運航の制限の要請


＜医療・公衆衛生に関する分科会において議論＞


国際的連携を確保


病原性の程度に応じた検疫の実施


国内未発生期







基本的対処方針等
諮問委員会


⑤対策決定【30条2項】


①運航自粛の


必要性


の検討（注）


⑥対策本部決定の
内容（運航自粛）
を要請【30条2項】


諮問


提言


④


③報告【30条1項】


現場


機関


等航空会社、船会社等検疫所


注 ： 検討に当たっては、WHOや他国の状況を把握し、国際的な連携を確保することが必要。


②協議


②⑥情報提供


②情報提供


⑥対策本部の決定
の内容を伝達


⑧情報交換


現場でも相互の連絡


港湾管理者


空港管理者


②⑥情報提供


国際航空機・旅客船の運行自粛要請の流れ
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国土交通省


外務省


厚生労働省


新型インフルエンザ等対策本部


国
際
連
携


WHO
CDC


他国の状況


⑦公表
【30条3項】





